
審査における立射受審について

福岡県弓道連盟会長

久恒　政雄

I　全日本弓道連盟では、中央審査における立射での受審申請について、従来の診断書

や身障者手帳の写し添付を不要とし、今後は申込書の所定の欄に立射で受審したい旨を朱

書し、地連会長の承認を得ること、と定めました。

県連においては、この承認の判定を受審者所属団体責任者（支部長）に委託することと

します。申込書の支部長承認欄に署名捺印の上ご提出願います。これを必須条件とします。

この支部長承認欄の押印は、これまでも全般的な申込書記入内容の確認としてお願いし

ていることですが、空欄のままであっても受理しておりました。そのためもあり、記入に

不備のある申込書提出が時折見られてきました。今後はご励行をお願いいたします。

審査申込書における”支部長”とは、県連での地区長を意味しています。然し、福岡県

連としてはこれを団体責任者（道場長）として扱うことになります。事情によっては本来

の意味での地区長による承認印であっても受理いたします。

Ⅱ　次に審査申込締切後の諸事情により立射の申請をする場合は、地連会長に連絡の上

承認を得るとともに、当日受付に申し出ること、となっております。このときは別紙様式

の申請書を用いて支部長あるいは地区長の承認を受け、県連事務局長にご提出下さい。

県連事務局では会長の承認印を押印し本人にお渡しいたしますので、審査当日受付に提出

することになります。

Ⅲ　以上は中央審査受審を対象にした記述ですが、今後の連合審査・地方審査申込にお

いても適用いたします。但し地方審査申込においては、地連会長の承認印は必要としませ

ん。

問合せ先：〒811－3219　福津市西福間1－14－5　県連事務局長　中島　孝夫

Tel．080－2718－8367　　Fax O50－3730－0940

Mail naksma＠hya．bbiqjp
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申請書
（申込締切後の立射受審）

年　　月　　日

申請者　ID番号

氏名

A：中央審査

B：連合審査

C：地方審査

所属団体

審査種別

審査種別

受　審　日 僖��月 �?｢�

審査名〃場所 �� ��

くく申請理由〉〉 

本人の立射受審を承認いたします。

支部長（地区長承認　　　　　　　　　　　　　　　㊥

地連会長　承認　　　　　　　　　　　　　　　　　㊥


